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議  事  日  程 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 報第 ３ 号 専決処分事件の報告について 

日程第 ４ 議第２３号 置賜広域行政事務組合一般職の職員の給与に関する条例の

一部改正について 

日程第 ５ 議第２４号 令和元年度置賜広域行政事務組合一般会計補正予算（第４

号） 

日程第 ６ 議第２５号 令和元年度置賜広域行政事務組合消防特別会計補正予算（第

３号） 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

午後２時２７分 開会 

 

○髙橋弘議長 本日の会議に欠席通告の議員は、ございません。 

よって、ただいまの出席議員は２４名であります。 

去る１２月２３日招集告示されました、令和元年１２月置賜広域行政事務組合議会臨

時会は、ここに成立いたしました。 

ただいまから、令和元年１２月置賜広域行政事務組合議会臨時会を開会いたします。 

直ちに本日の会議を開きます。 

本日の会議は、お手元に配付の議事日程により進めます。 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

 

○髙橋弘議長 日程第１、会議録署名議員の指名についてでありますが、会議規則第８８

条の規定により指名いたします。 

５番 渡 部 正 之 議員 

１６番 今 野 正 明 議員 

２４番 遠 藤 和 彦 議員 

  以上３名の方にお願いいたします。 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

日程第２ 会期の決定 

 

○髙橋弘議長 次に、日程第２、会期の決定を議題といたします。 
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お諮りいたします。 

本臨時会の会期を、本日１日間と定めたいと存じますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○髙橋弘議長 御異議なしと認めます。 

よって、本臨時会の会期は本日１日間と決定いたしました。 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

日程第３ 報第３号 専決処分事件の報告について 

 

○髙橋弘議長 次に、日程第３、報第３号専決処分事件の報告についてを議題といたしま

す。 

この際、理事長から提案理由の説明を求めます。中川理事長。 

〔中川勝理事長 登壇〕 

○中川勝理事長 ただいま上程になりました、報第３号専決処分事件の報告について説明

いたします。 

本件は、令和元年１０月２５日に発生した、消防車両による物損事故に基づき生じた

損害賠償の額の決定について、地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分しま

したので、同条第２項の規定により報告するものであります。 

○髙橋弘議長 ただいまの説明に対し、御質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○髙橋弘議長 質疑がございませんので、質疑を終結いたします。 

報第３号は報告事項でありますので、ご了承願います。 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

日程第４ 議第２３号 置賜広域行政事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一

部改正について 

 

○髙橋弘議長 次に、日程第４、議第２３号置賜広域行政事務組合一般職の職員の給与に

関する条例の一部改正についてを議題といたします。 

この際、理事長から提案理由の説明を求めます。中川理事長。 

〔中川勝理事長 登壇〕 

○中川勝理事長 ただいま上程になりました議第２３号置賜広域行政事務組合一般職の職

員の給与に関する条例の一部改正について説明いたします。 

本案は、山形県人事委員会による職員の給与等に関する勧告に準じ、一般職の職員の

給料月額の改定、勤勉手当の支給割合の変更等をするため提案するものであります。 

よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたし

ます。 

○髙橋弘議長 ただいまの説明に対し、御質疑ございませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○髙橋弘議長 質疑がございませんので、質疑を終結いたします。 

これより討論に入りますが、討論の通告がございませんので、討論を終結し、採決い

たします。 

お諮りいたします。 

議第２３号を原案のとおり決するに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○髙橋弘議長 御異議なしと認めます。 

よって、議第２３号は原案のとおり決しました。 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

日程第５ 議第２４号 令和元年度置賜広域行政事務組合一般会計補正予算（第４号） 

日程第６ 議第２５号 令和元年度置賜広域行政事務組合消防特別会計補正予算（第

３号） 

 

○髙橋弘議長 次に、日程第５、議第２４号令和元年度置賜広域行政事務組合一般会計補

正予算（第４号）及び日程第６、議第２５号令和元年度置賜広域行政事務組合消防特別

会計補正予算（第３号）の２件は、議事の都合により一括議題といたします。 

この際、理事長から提案理由の説明を求めます。中川理事長。 

〔中川勝理事長 登壇〕 

○中川勝理事長 ただいま上程になりました議第２４号及び議第２５号について一括して

説明いたします。 

議第２４号令和元年度置賜広域行政事務組合一般会計補正予算（第４号）及び議第  

２５号令和元年度置賜広域行政事務組合消防特別会計補正予算（第３号）でありますが、

本組合職員の給与改定に伴い、人件費の増額を行うものであります。 

はじめに、一般会計補正予算でありますが、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞ

れ１６８万６千円を追加し、補正後の予算総額を３５億２，７６８万９千円とするもの

であります。これに伴う財源でありますが、分担金及び負担金を増額するものでありま

す。 

次に消防特別会計補正予算でありますが、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ

５８１万３千円を追加し、補正後の予算総額を２３億３，３１５万２千円とするもので

あります。これに伴う財源でありますが、分担金及び負担金を増額するものであります。 

以上が一般会計補正予算及び消防特別会計補正予算の内容であります。 

よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたし

ます。 

○髙橋弘議長 ただいまの説明に対し、御質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○髙橋弘議長 質疑がございませんので、質疑を終結いたします。 

これより討論に入りますが、討論の通告がございませんので、討論を終結し、採決い
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たします。 

お諮りいたします。 

議第２４号及び議第２５号を原案のとおり決するに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○髙橋弘議長 御異議なしと認めます。 

よって、議第２４号及び議第２５号は原案のとおり決しました。 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

閉  会 

 

○髙橋弘議長 以上をもちまして、本臨時会に付議されました案件は、全て議了いたしま

した。 

これをもちまして、令和元年１２月置賜広域行政事務組合議会臨時会を閉会いたしま

す。 

御苦労様でした。 

 

午後２時３７分 閉会
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